
  

熊本県育成登録品種（いぐさ）の取扱いについて 

県育成登録品種は、県民の大切な財産です。ルールを守って利用しましょう。 

熊本県登録育成品種以外の品種は、取扱いが異なりますので、育成者権者（農研機構 

・他県等）のホームページ等をご確認ください。 

夕凪、ひのはるか、涼風 

※増殖：未収穫の種苗を株分けし、次作の親株として用いる行為 

※自家増殖：収穫後の本田の株を次作の親株として用いる行為 

 （形質が変異するため、自家増殖は行われていない） 
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問合せ先 

品種名 

○ 種苗は、正規販売店（熊本県い業協同組合）から購入 

しましょう 

○ 購入・増殖※した種苗を第三者に譲渡してはいけません 

〇 増殖は可能ですが、自家増殖※を行うことはできません 

「自家増殖」は実施されていない 

親株苗 

の購入 

増殖用親株 

育苗ほ 
株分け増殖 本田定植 本田収穫 

収穫後の株から 
採苗し増殖 

自家増殖 


